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様式第２号（第５条関係） 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

令和６年度久喜市情報公開・個人情報保護審査会委員委嘱式 

 

１．はじめに 

司会（福原課長） 

 本日は、公私共にお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

ただいまから、令和６年度久喜市情報公開・個人情報保護審査会委員委嘱式を始め

させていただきます。私は、総務部庶務課長の福原でございます。本日は委嘱式の

進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．委嘱書の交付 

司会（福原課長） 

 それでは、梅田市長より委員の皆様に委嘱書の交付をさせていただきます。市長

が皆様の席に伺いますので、恐縮ですが、お名前を呼ばれた際には、その場でご起

立のうえ、お受け取りいただきますようお願いいたします。 

  ≪市長から委嘱書交付≫ 

   石田 晴久 様 

   加村 啓二 様 

   佐藤 富江 様 

   野崎 正 様 

   矢羽田梨絵子 様 

ありがとうございました。ただいま、５名の皆様に委嘱書の交付をさせていただ

きました。 
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３．委員及び事務局の紹介 

司会（福原課長） 

 それでは、ここで、お一人一言ずつ自己紹介をいただきたいと思います。お手元

にお配りしてございます名簿の順に石田委員さんから、お願いいたします。 

《委員自己紹介》 

 

司会（福原課長） 

ありがとうございました。続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

《事務局職員自己紹介》 

 

４．閉会 

司会（福原課長） 

以上をもちまして、久喜市情報公開・個人情報保護審査会委員委嘱式を終了とさ

せていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

 

令和６年度第１回久喜市情報公開・個人情報保護審査会 

１．開会 

司会（福原課長） 

それでは、ただいまから、令和６年度第１回久喜市情報公開・個人情報保護審査

会を始めさせていただきます。なお、委員５人中、出席委員５人でございますの

で、本審査会は久喜市情報公開・個人情報保護審査会規則第３条第２項の規定、過

半数の出席により成立いたしますことをご報告申し上げます。 

 

２．市長あいさつ 
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司会（福原課長） 

始めに、梅田市長からご挨拶申し上げます。 

 

梅田市長 

《市長挨拶》 

 

司会（福原課長） 

ありがとうございました。 

 

３．会長・副会長選出 

司会（福原課長） 

続きまして、会長・副会長の選出に入りたいと思います。なお、久喜市情報公

開・個人情報保護審査会規則第３条第１項の規定により会長が議長となりますが、

会長が選出されるまでの間、梅田市長に仮議長をお願いいたします。 

 

仮議長（梅田市長） 

それでは、暫時、仮議長を務めさせていただきます。３の会長の選出につきまし

ては、久喜市情報公開・個人情報保護審査会規則第２条第２項の規定により、委員

の互選によってこれを定めることとなっておりますが、いかがいたしましょうか。

佐藤委員。 

 

佐藤委員 

引き続き石田委員さんの方にお願いできればと思います。 

 

仮議長（梅田市長） 

ただいま、佐藤委員から、石田委員を会長に推挙したいとの発言がありました
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が、皆様いかがでしょうか。石田委員に会長をお願いするということでよろしいで

しょうか。 

≪異議なしとの声あり≫ 

異議なしでありますので、会長は石田委員にお願いいたします。それではここ

で、会長になられました石田委員に就任のご挨拶をお願いいたします。 

 

石田会長 

《会長挨拶》 

 

仮議長（梅田市長） 

ありがとうございました。それでは、会長が無事選出されましたので、議長の職

を解かせていただきます。 

 

司会（福原課長）  

ありがとうございました。皆様、誠に恐縮でございますが、梅田市長につきまし

ては所用がございますので、ここで退席させていただきたくご了承賜りたいと存じ

ます。 

《市長退室》 

 

司会（福原課長） 

ここで少しの間、事務局と会長の間で進行について打ち合わせをさせていただき

たいと存じます。 

 《石田会長が会長席へ移動・着席》 

 《会長・事務局、進行について打ち合わせ》 

 

司会（福原課長） 
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それでは、副会長の選出に移らせていただきます。久喜市情報公開・個人情報保

護審査会規則第３条第１項の規定によりまして、石田会長に議長となっていただき

まして議事進行をお願いしたいと思います。石田会長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議長（石田会長）  

それでは、副会長の選出でございますが、久喜市情報公開・個人情報保護審査会

規則第２条第２項の規定により、副会長は委員の内から会長が指名するとあるの

で、私の方から指名させていただきたいのですが、加村委員さんにお願いしたいの

ですが。 

 

加村委員 

聞いてなかったんですけども、私  になりまして、あと１期はやろうと思って

いるのですけれども、野崎先生がこれからの人なので将来の会長になっていただく

ために、私は考えられないので、私としてはぜひ野崎先生なり佐藤先生なりにお願

いできればと思うのですが。 

 

議長（石田会長） 

野崎先生いかがですか。 

 

野崎委員 

やらせていただきます。はい。 

 

議長（石田会長） 

それでは副会長は野崎先生にお願いするということで、野崎先生からご挨拶をお

願いします。 
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野崎副会長 

≪副会長挨拶≫ 

 

議長（石田会長） 

 ありがとうございました。 

 

４．議題（１）会議の進め方等について 

議長（石田会長） 

それでは、引き続き議事に入らせていただきます。まず、議題（１）の「会議の

進め方等について」を、事務局から説明をお願いします。 

 

司会（福原課長）  

本日配付しております資料がお手元にございます。次第と名簿と傍聴要領の３種

類でございます。また、事前にお送りしております資料が、資料１といたしまして

諮問書関連の資料、資料２といたしまして諮問通知書、資料３といたしまして今後

のスケジュール、その後、弁明書に対する反論書もお送りさせていただきました。

資料の方の過不足はございますでしょうか。 

次に会議の進め方などについて説明させていただきます。この審査会の会議につ

きましては原則非公開とさせていただきます。それは審査会の内容が非公開情報の

決定の妥当性を審査するものであるからでございまして、その審査内容を非公開と

して扱うものでございます。なお、今回の審査会の会議につきましては審査請求に

よる市からの諮問の内容について審査をしていただきますので本日も非公開とさせ

ていただきます。ただし、委嘱式及びこの会議の進め方等につきましては、審査請

求に係る審査ではございませんので、公開とさせていただきます。会議を公開する

場合は本日お配りしました傍聴要領の内容の取扱いとさせていただきたいと思いま

す。 
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次に、会議の記録につきましては、会議録を作成いたしまして、閲覧できるよう

ホームページで公開をさせていただきます。会議録作成の録音をさせていただきた

いと思います。会議録の確認につきましては、会長へお願いをし、あわせて署名も

お願いをしたいと思っております。以上でございます。 

 

議長（石田会長）  

ただ今事務局から説明がありましたけれども了承してよろしいでしょうか。 

≪異議なし≫ 

では、そういうことでお願いします。ほかに何かございますでしょうか。 

 

司会（福原課長） 

次に委員名簿の取り扱いについての説明でございます。本日お配りをしました委

員名簿の内容でホームページの方には掲載をし、公開をしたいと思っております。

また、市において公職者名簿というものを作成しておりまして、こちらに掲載する

内容につきましては、これまでと同様、氏名と会長、副会長、委員の職名と任期の

期間のみを掲載することで、住所や電話番号は載せないということで考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議長（石田会長） 

事務局から名簿の取扱いについて説明がありました。氏名と選任区分。また、公

職者名簿についてですけれども、これまでと同じように氏名と会長、副会長、委員

の職名、任期を載せるということでよろしいでしょうか。 

≪異議なし≫ 

 

議題（２）審査請求に対する諮問第１号について 

≪非公開≫ 
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 (注)特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

 

議題（３）諮問第１号に係る答申の審議について 

≪非公開≫ 

 

議題（４）その他 

≪非公開≫ 

 

５ 閉会 

司会（福原課長）  

石田会長、ありがとうございました。 

本日はお忙しい中、情報公開・個人情報保護審査会にご出席いただきまして誠に

ありがとうございました。本日委員の皆様から様々なご質問いただきまして、諮問

庁の方でお答えさせていただきましたけれども、会議終了後、何かご質問等、聞き

はぐったこととかがございましたら、事務局の方にご連絡をいただければ、また諮

問庁の方に確認をしまして、次回出席していただくか、紙で回答をいただくかとい

う対応をしたいと思います。１週間、来週の火曜日ぐらいまでにご連絡をいただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、当審査会の方を終了とさせていただきます。本日

は、お忙しい中ありがとうございました。 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

    令和６年７月２２日 

石田 晴久 


